
県土整備部（1／1ページ）

会計年度任用職員募集一覧【県土整備部】

部略称 職名 所属 主な職務内容
任用
予定
人数

任用期間 勤務時間 勤務日数 資格要件等 資格を証する書類等 給与（報酬）額※ 備考 問い合わせ先

土 用地専門員
県土整備部用地課（勤務地：兼務の福
岡県土整備事務所）

用地交渉 1 4月～3月
8：30～17：15

（休憩12：00～13：00）
月16日

官公署又は土地開発公社
等における用地交渉業務
経験を原則として２０年
以上有する者

応募申込書の経歴欄に就
業経験を記載

日額　13,754円　～　14,165円
地権者との用地交渉に伴う時間外
勤務（休日、夜など）がある場合が
あります。

用地課
092-643-3649

土 ダム管理出張所土木技術職員

ダム管理出張所（鳴淵・猪野、瑞梅
寺、藤波、力丸・犬鳴、福智山、伊良
原、日向神、ます渕、油木、陣屋、南
畑・五ケ山、山神・牛頸・北谷）

・ダム堤体、監査廊等施設維持管理
・漏水測定、ダム周回道路巡視
・貯水位等観測、高所作業
・水防活動に必要な業務　等

12名
(各ダム
管理出
張所に
1名)

4月～3月
8：30～17：15

（休憩12：00～13：00）
月16日

土木関係業務の実務経験
を１年以上有する者

履歴書で確認 日額　10,055円　～　12,658円
水防配備に伴う時間外勤務(休日、
深夜等)がある場合があります。

河川管理課
092-643-3667
各ダム管理出張所

普通運転免許を有する者 運転免許証の写し

港湾・河川・道路等の管理
業務経験（民間も含む）を
1年以上有する者

応募申込書の経歴欄に就
業経験を記載

土 苅田港港湾施設管理員 苅田港務所
安全管理業務の補助
港湾統計事務
港湾施設の入出港管理

1 4月～3月
8：30～17：15

（休憩12：00～13：00）
月15日 なし なし 日額　9,823円　～　10,055円

県土整備部港湾課
092-643-3674
苅田港務所
093-434-0585

普通運転免許を有する者 運転免許証の写し

港湾・河川・道路等の管理
業務経験（民間も含む）を
1年以上有する者

応募申込書の経歴欄に就
業経験を記載

土
県土整備事務所及び苅田港務所に
おける一般事務補助員

県土整備事務所（福岡、久留米、南筑
後、直方、京築、朝倉、八女、北九州、
田川、飯塚、那珂）、苅田港務所

図面等工事資料作成の補助 - 随時
8：30～17：15

（休憩12：00～13：00）
月14日 なし なし 日額　9,823円　～　10,055円

各県土整備事務所
　福岡　　092-641-0161
　久留米 0942-44-5222
　南筑後 0944-41-5112
　直方    0949-22-5608
　京築    0979-82-3350
　朝倉    0946-22-3910
　八女    0943-22-6982
　北九州 093-691-2761
　田川    0947-42-9111
　飯塚    0948-21-4930
　那珂    092-513-5561

苅田港務所 093-434-0585

土 河川巡視員
県土整備事務所
県土整備事務所支所

・所管区域内における河川区域等（河川区域、砂防
指定地、海岸保全区域及び河川予定地等）の巡視
・河川巡視記録の作成及び巡視結果の報告等

13 4月～3月 8：30～17：15
月曜～金曜
（祝日・年末年始を除く）

普通運転免許を有する者 運転免許証の写し 月額　199,733円　～　253,065円
河川管理課
092-643-3666
各県土整備事務所

月15日 日額　11,488円　～　11,731円

港湾課
092-643-3674
南筑後県土整備事務所
0944-41-5112

県土整備部港湾課
092-643-3674
苅田港務所
093-434-0585

月15日 日額　11,488円　～　11,731円

土 三池港港湾施設管理員
南筑後県土整備事務所三池港管理出
張所

港湾施設等に係る管理業務及び苦情処理業務
港湾の入出港管理及び安全管理業務
港湾内の巡視

2 4月～3月
8：30～17：15

（休憩12：00～13：00）

1 4月～3月
8：30～17：15

（休憩12：00～13：00）

港湾施設等に係る管理業務及び苦情処理業務
港湾の安全管理業務
港湾内の巡視

土 港湾巡視員 苅田港務所

※　「給与（報酬）額」：資格・免許又は業務経験を要する職種は、経験年数により基本給を決定します。このほか、給料の調整額、通勤費や時間外勤務手当等の実績に応じた給与を支給し、要件を満たす場合は期末手当（6月・12月）、退職手当（パートタイム勤務を除く）を支給します。
　　　（給与（報酬）額は、特に記載のある場合を除き、現在の給与制度に基づく金額です。今後の制度改正により変更の可能性があります。）


